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子どもの学力の遅れの阻止と克服の問題
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1。学力の遅れた子どもの原因と寛服をめぐる

　　諸論

　　（1）今目の子どもの学力の遅れをめくる問題研究の

　　　　状況

　遅滞という概念は今日の学校教育においては，「学業

不振」，「低学力」，「授業についていけない」等の間題と

してとらえられ，それに基づいて研究がなされている。

このことは，現在学校においてクラスの半数以上の子ど

もが授業についていけない状態にあると報告されるよう

な危機的状況を示している。それゆえに，遅滞という包

括的概念もとりわけ「学力」の間題にしぼって論じられ

ている状況のようである。

　　（2）学力の遅れの原因をめぐって

　学力遅滞の原因をとらえるさいには，まず，「学力遅

滞」における「学力」ということの意味を問題にしなく

てはならない。そのことは，いうまでもなく現在の学力

像（そうした学力像をうみ出した教育体制をもふくめて）

を検討するなかで，学力遅滞の原因の所在を明確にする

ことを意図するからである。そこで現在の学力を「官

制」の学力であると批判する小川太郎氏の所論をあげて

みたい。

　r国家基準としての学習指導要領が与えられていて，

その基準によって教科書検定がきびしく行われ，その上

に，検定に合格した教科書の採択も実質的に教育委員会

の手によって為され，このようにして教師と子どもの手

に渡った教科書による授業が，管理職としての校長の監

視のもとで高校進学のための一斉テストを目標として行

われる　　そういった教育体制のもとでは，学力は，統

制された教育内容についての画一的なテストによって測

られたところのある種の知識の習得の度合い，というこ
　　　　　　　　1）
とになるであろう。」

　この申で小川太郎氏は現在の学力像が結局，統制され

たテストによって測られた断片的な知識としてとらえら
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れていることを指摘しているのである、現今では単なる

知識の習得といったことではなく，たとえば「創造的学

力」であるとか「生きて働く学力」等の学力像が強調さ

れるにもかかわらず、こと学力評価（とりわけ入試が大

きな比重を占めているわが国の現状においては）に関し

ては，小川太郎氏が指摘するような学力像が第　義的な

ものとされているのである。

　では，こうした現在の学力像は、学力遅滞の原因とど

のようにかかわっているのであろうか。それには，まず

このような学力像でもって子どもの全能力，全人格をと

らえようとする観点を問題にしなければならない。斎藤

浩志氏はそのことを次のように指摘する。

　「いわゆる『学業成績』や『学力』なるものが，人間

の杜会生活での全能力にとってどのような役割と比重を

もつかは，単純な機械的加算方式で評価することはでき

ない。にもかかわらず，子どもの人間的評価が，学校で

の『学業成績』によって代表され、しかも、それが将来

における杜会生活における全能力の基礎であるかのcと

きとり扱いがなされているところに、『学業不振』の問
　　　　　　　　　　2）
題の複雑な深刻さがある。」

　このような観点は具体的には現在の入試体制において

見出され得る。つまり，「今日の『学業不振』間題は…

・・入試選別教科についての『学業不振』に関心が偏って
　　　　　　　　3）
いるという点にある」のである。

　このように学力遅滞の原因は、現在の学校教育をとり

まく諸条件にあるのであって，そのことが問題だと思わ

れるのは，現在の学力遅滞ということは「現在の学校教

育の制度⑭組織。内容・方法のさまざまな条件によって

規定された争限定づきの『学業不振』であり，結局一面
　　　　　　　　　　　4）
的な『学業不振』である。」と斎藤浩志氏が指摘するよ

うに、学力遅滞がその本質的意味において把握されえな

いという状況を呈するからなのである。

　さて、このように学力遅滞が現在の学校教育そのもの

に帰因するものであるとすれば，それは，学校本来の姿

が失われてきていると換言してもよいであろう。そこで

こうした観点から学力遅滞を問題にレている鈴木秀一氏
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の所論にふれてみたい。鈴木秀一氏はまず「学校固有の

仕事」を次のように規定する’。

　r基本的には，教師が白己の教育的識見に従って，児

重，生徒の発達に最も欠くべからざるものについての判

断をなし，それから教師の諸判断が教師集団の申で民主

的に，そして科学的にも吟味されて取捨選択され，精製

されて，なすべき仕事として確定されてくれば，それこ

そその学校にとって固有の，かつもっとも重大な仕事な

のであって，それらを越えて，あるいはそれらとは別に

学校の固有の仕事を想牢し，設定してもそれはおそらく

その学校の教育をますます非教育的なものにするだろ
、5）

つ。」

　このような見地から鈴木秀一氏は学力遅滞の発生は，

学校固有の仕事を見つけ出すという努力，教育の方法が

しだいにおとろえていく中で生じてきていることを指摘

している。ではなぜそうした努力，教育の方法が失われ

てきているのであろうか。その原因は学力遅滞発生と緊

密に関係しているのである。鈴木秀一氏はこのことを歴

史的にとらえ、「昭和20年代のすぐれた実践のなかで，

学業不振が身体的発達障害の直接の結果ではなく，学級，

学校，家庭の人間関係に媒介されて発現するものである

ことが明らかにされたとすれば，昭和30年代以降のすぐ

れた実践のなかで明らかになったことは，学校の管理主

義的な統制の強化が，学校教育（教育内容，方法，すべ

てにわたって）にも，教師の生活や労働条件（研修の自

由の制限や，組合活動への抑圧などなど）にもおよんで

いる結果のひとつの重要なあらわれとして学業不振の大
　　　　　　　　　　　　　　　6）
量発生があるということなのである。」と述べている。

このように見てくると学力遅滞の原因が，ひとつには現

在の学揮教育そのものにあり，さらには，そうした体制

を生み出してきた管理主義的な教育体制にあることを認

識するのである。いわば現在の学力遅滞とは争「作られ

た学力遅滞」であるといってもよいであろう。

　ところで，学力遅滞ということは，単に学力そのもの

の問題として存在するのではなく，そうした子どもを生

み出してきている杜会的諸条件との関連において検討さ

れるべきものである。低学力という概念は，ともすれば，

学校内だけのこととして扱われ，歴史的に存在してき

た差別や労働疎外，人問疎外の現象と切り離して考えら

れるという危険性をふくんでいる。わが国におけるさま

ざまな差別などが子どもの低学カ，それと関連した非行
　　　　　　　　　　　　7）
現象を生んでいるのである。

　また，低学カが人間疎外現象のあらわれであるとし

て，鈴木祥蔵氏は，資本主義杜会の間題にふれて「資本

家は人類の積みあげてきた強大な力を自分の資本力に応

じて所存しているわけであるから，息子たちのために

『学間』を買って与えることもできる。労働者の場合に

は手元にある貨幣のたかが知れているから，学問したい

という要求を現実化することはできないという関係にお
　　　　8）
かれている」と述べ，「資本の収奪のはげしいところ，

人間疎外の存在するところでは必然的な産物として，そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）
こに『低学力』が存在することになっている」ことを指

摘している。

　ここで同じような観点から考察しているフランスにお

ける学力間題をとりあげてみたい。

　r同和教育運動3』において小川太郎氏は，「フラン

スにおける学力問題の討論」と題してグルノーブル討論

集会（1972年）の報告を紹介している。ここではその申

の「学力の遅れの原因」における報告を中心にみてみた

い。学力の遅れの原因についてそこでは，（1）進学と階級

差別の問題，（2）貧しい労働者の家庭，とくに移民労働者

の家庭の環境，文化，教育の間題について報告されてい

る。それによると，まず進学と階級差別の問題では，統

計的にみると，1973年に義務教育の年令をおえて高等学

校の後期（16才～18才）へ進学したものは55％であっ

て，これは1953年における30％に比べれば前進をあらわ

しているが，進学者は，労働者の子どもの申で45％とい

う階級的差別が存在している。さらに，貧困労働者の家

庭の文化水準の問題では，それらの家庭においては，家

庭における情報と会話の貧しさ，興味の範囲の狭さ，両

親の社会的な役割の低さ等が子どもの経験を乏しいもの

にしている。その申でも移民労働者の家庭では，言語と

環境にとけこむことの難しさがある。つまり，フランス

の移民の場合，たえず新しい流入があるので，親たちも

フランス語を理解せず，子どもたちもフランス語に親し

む機会がなくて，就学の機会を失い学力が遅れるのであ

る。そして，こうした子どもの親は，労働に時間をとら

れて，学校の父母の会への参加も思うに任せないという
　　　　10）
状態である。このように，学力の遅れの原因を階級差別

的観点からその状況が報告され，結論的に，「金融独占

資本の権力によって労働者階級に対してとられてきた階

級的な政治が。学力の遅れの基礎的な原因なのであり，

・・要するに，学校が学力の遅れの原因なのではなくて，

非熟練労働力の利用者が学校に押しつけている指導が問
　　　　　11）
題なのである。」と述べられている、

　こう見てくると，学力間題が学校内外をめくる諸要素

と不可分の関係であることは考慮されてよいと思われ

る。

　　（3）学力遅滞の克服をめぐって

　学力遅滞の克服ということはその原因との相関でとら

えられねばならない。そこで，（2）においてふれてきた学

力遅滞の原因をめぐる諸論とからませて，克服の課題を

検討してみたい。

　まず，学力遅滞が現在の学校教育体制と不可分な関係

にあるのであれば，そのことが問題にされなくてはなら
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ない。斎藤浩志氏は，r学業不振克服の課題」として「ま

ず第一に，『絶対的相対的学力体制』をつくり出してい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）
る学校教育の諸要因を是正することにある。」ことを指

摘する。具体的に，諸要因とは何であろうか。広義には、

高校，大学を含めた現在の学校制度であり，また狭義に

は，教育内容，教科書教材の問題であるといえよう。し

かし，こうした諸要因の改革も，それを日々の教育実践

の場で行っている教師自身の民主的体制と結合するので

なけれぱ意味をなさない。斎藤浩志氏は，学力遅滞の克

服には，r何よりも学校という組織体と，その構成員で

あり教育実践者である教師が，子どもの発達権，学習権
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13）
の保障の思想を確立することが大切であろう。」　と述べ

ている。この場合の「思想」とは，学力遅滞克服のため

のr特別な教育的意識」なのであり，それは，子どもを

形式的な特別扱いにするのではなく，子どもたちが人間

として平等な尊重をうけることができるという意識であ

り，人間としての活発さやたくましさを育てるという立
　　　　　14）
場なのである。学力遅滞の克服は，単に物質的な諸条件

の改革によってというのではなく，子どもをとりまくす

べての人間の間に「人間的価値を志向する生き生きとし
　　　15）
た交流」をつくり串すという努力によって達成されるも

のであろう。

　次に，学力遅滞の原因を「学校固有の仕事」との関連

でとらえる鈴木秀一氏はどのように克服の課題を設定し

ているのであろうか。鈴木秀一氏は，学力遅滞の原因を

最近の管理主義的教育体制の中にみい出しているが，そ

れを具体的には教育目標のあり方と結びつけているので

ある。鈴木秀一氏は，教育目標ということを歴史的にと

らえ，そのあり方が昭和30年代の教育実践から明らかに

された点として次のように述べている。

　「教育目標について言えば，昭和30年代のすぐれた実

践の申では，将来のわが国の主権者としてふさわしい能

力と人格をすべての子どもたちに発達させるという考え

が定立されてきている。主権者としてわれわれが行動し

うるためには，現在生じてきている諸々の現象の本質を

明らかにする分析力や総合力を持たなくてはならない

し，それを白主的に行っていく力をもたなくてはならな

い。現在のわが国に生じているさまざまなことがらは，

言うまでもなく，白然科学，杜会科学の知見によらない

では理解することはできず，また，そこに生じている諸

問題の解決に主権者として行動していくためには，科学

にもとづく技術や，すぐれた芸術的感受性，表現力も必

要である。これら総じて高い水準の文化の獲得のため

に，小学校，中学校では，基本的な事や科学的認識の基

本を正しく身につけさせることが重要であることも，30

年代から現在までのすぐれた教育実践の申ではっきりさ
　　　　　　　　　　16）
せられてきたことである。」

　ζのような教育目標のあり方の意義を鈴木秀一氏は教

育課程の自主編成や，それによる実践的成果の申で確認

し，結局，学力遅滞ということは，こうした教育目標の

もとに行われるべき教育実践への管理主義的な統制の現
　　　　　　　　　　17）
象であるとするのである。こうした観点からは学力遅滞

克服の課題は，「究極的には，差別と管理統制を柱とす

る教育」の克服の中にあり，すべての子どもたちに高い

水準の科学，文化を身につけさせるという教育実践を阻

んだり，押しつぶしたりする教育のあり方との対決の中
　　　　　　　　　　18）
にあるといえるのである。では学力遅滞の克服に対して

学校が行うべき具体的な仕事とは何か。それを鈴木秀一

氏は，「その地域のその学校において，学業不振を生み出

していることを取り除き，すべての子どもたちに高い水

準の文化を習得させるためになされねばならないとその
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19）
学校の教師集団が考えて取り組む仕事の全体」であると

し，特に科学的教育課程の自主編成を強調する。

　さて，学力遅滞の克服をめぐって，ここで小川太郎氏

の所論を検討してみたい。氏は，現在の検定教科書によ

る授業を批判したあとで，氏の能力観，学力観を次のよ

うに述べている。

　r授業についていけない子どもがいることを当然とす

るという考えに立つのではなくて，生活も教育の物的，

人的条件も教育内容も改善するならば，すべての子ども

がその学年の学習課題を達成し，目標に到達できるとす

るのが，子どもの発達権，学習権ということを基本とす
　　　　　　　　　　20）
る当然の帰結であろう。」

　この基調は，現在の教師をふくめた教育者のあり方を

示唆しているといえる。つまり、すべての子どもが現代

の科学文化水準に見合った科学的，技術的，芸術的な基

弾的能力を身につけることができるという，正しい児重

観，教育観を教育者は認識しなくてはならないのであ
　21）

る。このような主張は，従来の差別的能力観に対する批

判であるし，子どもをとりまく諸条件によって決定され

た学力や知能を生得的な能力とみなすことへの批判でも

ある。では学力遅滞の克服の具体的方策として小川太郎

氏はどのようにそれを示しているのだろうか。それを概

括的にあげれば次のごとくである。氏は，まず，教育課

程と教材の自主的，民主的，科学的な編成運動の成果を

とり入れることをあげ，教育条件の改善については定員

外教員の獲得，さらに地域杜会との関連では，杜会の諸

間題に対して，教師と父母，地域住民が積極的に発言
　　　　　　　　　　　　　　22）
し，行動すべきことを示している。このように氏の学力

遅滞の克服の課題は，子どもの全面的発達をめざすとい

う基本的立場のもとに，教育諸条件の改善を意図するも

のであるといえよう。

　（4）遅滞の克服一El・マンシャッツを申心に一

これまで述べてきた学力遅滞の原因と克服をめぐる諸
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論とともに，ここでは，E1マンシャッツの遅滞克服論

にふれて，その課題を明らかにしたい。

　これまでは，遅滞という概念を，とりわけ学力におけ

る遅滞として検討してきたが，マンシャッツは，それを

学力における場合のみならず争広く人格発達の問題とし

てとりあげているのである。そこで，マンシャッツは人

格発達における運滞の現象を次のように述べている。

　「子どもの人格発達における遅滞は，さまざまにあら

われるものである。それは授業における成績の不発とし

て、また規律のない行動として，杜会的活動における不

活発さとして，また，性格や道徳的に目立った態度，ま

たは罪悪な行動がなされるというような事実として現わ
　　23）
れる。」　　　　、

　そしてうこうした遅滞現象の背景をとらえて，「子ど

もにおけるこうした行動様式は，にわかにあらわれるも

のではない。それは，子どもたちの歴史ともいうべき複
　　　　　　　　　　　　　　　　　24）
雑な遇程において発展するものである。」　と述べて，人

格発達の遅滞現象が，そうした子どもをとりまく諸要因

とからまりあっていることを示唆している。

　では，マンシャッツは，遅滞の本質をどう規定してい

るのであろうか。マンシャッツは遅滞の原因を，子ども

をとりまく集団における人間関係との関連でとらえてい

る。つまり，原因は，「遅れた子どもと，その子どもが

属する集団の他の成員との関係が妨害されているという
　　　　　　25）
ことの中にある」し「子どもが時々の集団にくみ込ま
　　　　　　　26）
れていないこと」にあるのである。換言すれば，「子ど

もが集団によって承認されず，またその子どもの側で
　　　　　　　　27）
も集団を承認しない」という状態に遅滞の原因が存在し

ているのである。つまりマンシャッツは，われわれが，

人格における遅滞について話すことができるのは，達成

や行動における不利な諸特殊性が，所与の集団において

形成される民主的な共同杜会関係の子どもへの訓育作用

が減らされてしまい，そのようなアウトサイダー的立場

の条件の下で，その子どもの全面的な人格発達が脅かさ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28）
れるといった徴侯と結びついた時であると言っている。

　このようなとらえ方を意味づけるために，ここでマン

シャツツの人格発達理論にふれてみたい。マンシャッツ

は人格の発達について，「人間の運命は，宿命論的には

決められない。人格の発達はむしろ，人間の生活条件や，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29）
組織された訓育的影響に依存して行われるものである。」

と述べ，また，「人格の発達は，生活および訓育条件と、

積極的な活動の申で形成され，みずからの側で彼らの周

囲世界に対する人間の関係を規定している人格の精神的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30）
な特質との間の弁証法において行われるものである。」

と説明している。このようにマンシャッツは人格発達を

杜会的関係において理論づけているのである。こうした

観点から，マンシャジソは，遅滞の本質は，「天性のも

の」でもなく，生活状況における不可避なものとして

「与えられた」ものでもない。それは，むしろ，妨害さ

れた，不完全な社会的関係の表現であってそれ故に，目

ざされた教育的影響によって阻止されまたは克服され得

るしまたそうしなければならないものセある，と言って
　31）
いる。このマンシャッッの所論から，われわれは，人格

発達における遅滞の原因を，単年個人的な間題（たとえ

ば遅滞の原因を知能にのみ注目してとらえようとすると

いうような）として把握するのではなく，遅滞児をとり

まく集団における訓育的作用にこそ注目すべきことを認

識するのである。

　最後に，マンシャッツにおける遅滞克服の具体的方法

論を検討してみたい。

　運滞の原因を「集団関係の混乱」にあるとするマンシ

ャッツの立場から，当然，その克服の方法もそれに応じ

た形で展開されている。マンシャッツは，集団における

子どもの位置を問題にし「明らかに，態度が目立つとい

うことや，時々の成績の不発ということは，狭義には関

係する集団の組織性や規律の思想的状況，ならびに、そ

うした集団内での個々の子どもの位置といったことに関
　　　　　　　　32）
係しているのである。」と述べ，それゆえに，「遅滞とい

うことの克服は，集団における子どもの状態が訂正され
　　　　　　　　　　　　　　　　　　33）
るという方向に向けられなくてはならない。」　と主張し

ている。そして注目すべきは，遅滞の具体的克服の過程

が，「集団に対する個々の子どもの立場と態度の，また，

個々の子どもに対する集団の承認ということに関係して
　34）
いる」として，集団の発展と，人格の発達との内的弁証

法的統一の過程であると指摘する点である。つまり，個

々の人格の発達は集団の発展によって，また，集団の発

展は個々の人格の発達によってそれぞれ，規定されてい

るという意味において遅滞克服の方法論が展開されてい

るのである。

　ところで、マンシャッツは，遅滞の克服がたんに口頭

だけの扇動ではなく，rむしろ，間題の子どもを強く集

団現象の申にくみ込むことが可能であり，必然的である
　　　　　　　　　　　　　　　　　35）
という論証が切り開かれねばならない」と述べて，実際

に遅滞児が集団の中に位置づく具体的な可能性をみい出

しえた時にのみそれが達成できうることを指摘している

のである。また，マンシャッツは，子どもが実際には数

個の集団に属している事実をあげ，「こうした集団は，

子どもに対する作用に関して，個々別々に存在してはな
　　36ジ
らない」として，諸集団が相互に関係しあって子どもに

影響を及ぼすよう指示している。特に中でもタ家庭を，

学校とともに，「子どもがそこにこ堅固に属し，固く根
　　　　　　37）
づいている集団」であるとして，親の白覚と責任を強調

している。

　以上概括的にマンシャッツの遅滞克服の所論をみてき
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た。それによってわれわれは，学力の遅滞を含む人格の

発達における遅滞の克服の方途が，子どもをとりまく集

団の訓育に関する問題にあることを確認するのである。

そしてまた，訓育に関しては，授業が、遅滞の阻止と克
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38）
服についての根本的な場所であるといわれるように，授

業そのものにおける訓育の問題を究明する課題が生じて

くると思われる。

2．挙力の遅れと学級，学級集団，授業方法と

　　の関連について

　これまで，学力の遅れた子どもに関する間題を論ずる

場合，彼らの所属する学級あるいは学級集団との関連に

おいて，これらの間題が論ぜられることは少なかったの

ではないだろうか。それは，ただ単に，教師の教育方法

上の間題だとか，子ども一人ひとりの能力，適性，学習

への構えなどといった問題に解消されてきたのではない

だろうか。今日の学力の遅れた子どもの問題は，そうで

はなくて，教科内容の科学性，系統性，彼らと他の子ど

もたちとの関係の問題、学級集団の正しい在り方，それ

らに基づいた教師の一人ひとりの子どもの学習権を保障

し，全員の子どもが学習目標を達成できるような指導お

よびそのような指導法などを問わずしては，決して解決

しないように思われる。そこで，ここでは，とりわけこ

れらの問題の基礎をなす個と集団の間題，授業における

教師の指導あるいは指導法の間題について考えてみたい

と思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　39）
（1）個と集団の間題一一Pクリンペルの説を中心に

　　して一

　集団は，単に諸個人の寄せ集めではない。決定的なこ

とは，社会に存在し雪人格と集団との間の諸関係におい

てその表現を見出す諸関係である。民主的な杜会関係

は，相互尊敬と仲間的な共同活動によって刻印される。

このような関係は，集団の生活を規定し，それに応じた

人格特性の育成に影響を及ぽす。杜会的諸関係と人格特

性との関連は，人格と集団との関係における基本問題で

ある。相互尊敬と伸間的な共同活動という民主的な関係

は，目標意識性，協業する能力，共同に対する責任，援

助レディネス，顧慮といった一定の人格特性を必要とす

る。他方では，人格特性は，それに応じた杜会的諸関係

の構成と関連して発達する。もし集団において，仲間的

な共同活動の諸関係が発展させられるならば，それらは，

例えば，関与，同惰，伸間性，責任といった性格特性の

育成にも，また例えば，被護性といった一定の感情にも

影響を及ぼす。こgような意味において，性格特性は，

人格の中にrしたたった」社会的諸関係であると言われ

得るように思われる。

　人格の諸特性と集団における諸関係との相互関係は，

民主的な人格の教育と発達の本質的な合法則性である

が，その際，しかしまた，杜会的諸関係と個人との間の

媒介がもっぱら集団を介して行なわれないことも言って

おかねばならない。子どもたちは争ただ集団の申でのみ

一定の道徳的要求，規範室評価と対決するわけではな

い。確かに，この点で集団は大きな意義をもってはいる

が，しかし，杜会的諸関係と個人との間の媒介は，杜会

的諸関係の総体によって，その時々の上部構造の総体に

よって行なわれるのである。最近の子どもは，例えば，

学校での授業時間と比較できるくらい長時間テレビの前

で過cす。そこから人格発達に対する刺激が生じる。つ

まり興味と理想、知識と技能に持続的な影響が行使され

ることは疑い得ないところである。だから，教育者は，

集団の発展の際に，生活の諸関係の総体，生活様式の総

体が，人格の発達に影響を及ぼすこと，教育者によって

直接指導された集団の中で杜会的諸関係の総体が直接あ

るいは媒介されて効力を起こすことを考慮しなければな

らない。

　集団は，まず第一に，イデオロギー的統一の表現であ

る。それ故に，集団の発展も，イギオロギー的論争なし

には，解明する討論なしには，自己の立場やその無根拠

の証明の確認なしには考えられない◎意見交換におい

て，つまり共通の関心事に対する義務からの論争におい

て，個々の集団成員の意識は，納得させる論拠が挙げら

れ，証拠が現われることによって発展するのである。

　従って，優れた集団においては，そこではつねに同一

の人が他人に作用する一面的な過程にはならない。個々

人の意識形成は，とりわけ，彼の発達のための尺度と標

点をおく世論によって実現される。しかし決定的なこと

は，単に集団における核たちによって成就される世論の

存在ではなくて，各個々人を世論の発展と安定のために

参加させることである。もし世論が独立させられるなら

ば，もし個々人が単に，世論の発展に関与することなく，

それと対決させられるならば，個々人が他人の意のまま

になるという結果を生んでしまう。そのことは，集団が

定着されるのではなくて，画一主義，つまり連帯性とは

全く異なった，逆に真の共同関係を崩壊させるグループ

的基準へ自らを適応させる態度が流布することを導いて

しまうことになる。正にイギオロギー的発展に関して、

教育者は，ただ核たちとの取組みに限定するのではなく

て，核たちの援助で全集団成員を集団生活に参加させる

ことが不可欠なのである。

　集団は，同時に，道徳共同体である。民主主義杜会に

おける人間の生活は，民主主義的道徳の規範，規則，価

値によって規定される。問題なのは，この社会に存在し

ている規範と規則を各個々人の行為と行動にとって意義
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をもたせることである。民主主義杜会の道徳規範と規則

は，その際，集団規範に置換され，その中に反映されね

ばならない。このような関連においても世論は、道徳規

範と規則を個々人に意識させる重要な道具であることが

わかる。世論は，行為と行動にとって、調節，評価する

機能をもっている。しかし，集団規範は，単に社会規範

の置換ではない。それは，時々，社会の諸必要について

ゆけなかったり，あるいはそれらと矛盾する規範にも発

展することがある。しかし諸矛盾はまた，前進している

集団においては，民主主義におけるモラル，杜会的共同

生活の発展を一層押し進める諸規範が発展する点でも現

象し得るのである。

　集団は，また重達成共同体でもある。協業において

は，個人の生産力でなければならない生産力の創造が間

題である。また協業においては，単なる杜会的接触だけ

でも，競争心や活力の独特の刺激を生じさせて，それら

が各個人の個別的能力を高めるのに寄与するのである。

個々人の孤立した行為に対する集団的達成の優越性はと

りわけタ次のことから生じる。

一作業が，分割されて，熟慮され計画された共同作業

　において行なわれ得ること，

一個々人が隻彼の作業をより大きな関連に秩序つけ

　て，彼の機能と責任を厳密に見渡すこと，

一個々人が，彼の任務に十分集中でき，彼の全知識と

　技能をそれに投入できること，

一個々人が，他人の任務の解決にも作用すること，

一各人がベストを尽くしたり，あるいはまた，諸困難

　や断念を克服したりするのを援助されること。

　ここでもう一度，人格と集団との間の相互関係を総括

的に展望しておきたい。

　1．集団は，決して孤子したグループではない。集団

について話され得るのは，共同がより大きい全体の部分

として，つまり民主主義杜会の部分として発展する時で

ある。

　2．集団においては，どんな白足も，どんな年齢に固

執することも，どんな時代遅れの生活様式の保持も存在

できない。つまり集団は運動するものである。

　3．人格発達にとって，決定的なのは，集団の存在ば

かりではなくて，むしろ各個々の人格を集団生活に参加

させることであり，彼ら共通の課題解決への能動性であ

るも集団発展は，全成員の活動の指導と組織化を前提と

する。

　4．集団における人格の発達は，とりわけ，杜会的諸

関係と人格の諸特性との椙互関係の基礎の上に立って行

なわれる。

（2）学級の教育的機能について

もともと学級という集団は，同じ年齢の子どもの集団

として編成され，その際，性や出身や能力によって学級

内に差をつくらないということが常識となっている。こ

うした学級編成の原則は，同じ年齢の子どもは，本質的

には，同じ発達段階におり，同じ学習目標を達成するこ

とができ，従って。同じ学級で学習すべきであるという

民主的な性格をもっている、このことは同じ年齢の子ど

もが同じ学級で共同の学習目標を達成するという民主的

な学習集団の組織原則の基礎をなすものといえる。では

このように編成された学級は，子どもたちにとって，ど

んな教育的意義をもち，彼らにどのように機能するので

あろうか。H。ベルガーの論に依拠しながら考えてみる
　　　　　40）
ことにする◎

　1．学級集団は，どの子どもにとっても，科学的な世

界観の習得と高い科学的陶冶の重要な源泉である。授業

における共同学習の遇程において，子どもたちによる科

学的知識，認識，能力，習熟の獲得は，決定的に促進さ

れるのである。

　2．学級という集団の中で，子どもたちは多様で非常

に意義のある生活と学習経験を集める。学級において，

子どもたちは，決して理論的指導によっては置換できな

い社会的態度や能力を規定するほど刻印する他人との協

力や交際という重要な諸経験を集める。それにはもちろ

ん，集団の教育的指導によって，民主的な生活と学習と

の絶えざるそして密接な結合と集団的な課題の解決に，

子どもたちがみんな責任をもって協力することが保障さ

れねばならない。

　3．学級という集団は，子どもの性格を決定的に形成

する。集団の見通しと課題は，どの子どもにも，彼の努

力の基本方向を刻印することに貢献する。共同活動と集

団関係を体験したり構成したりする遇程において，子ど

もたちは，確証と練習によって，民主的な性格特性と習

慣を獲得するのである。集団における生活と学習は，ど

の子どもにも，自らを責任を意識して集団の中に投入さ

せ，彼の思考，感情，意欲、行為を集団と一致させるこ

とを要求する。子どもが，民主的な共同の生活と学習に

意義のある場面を成就することによって，彼の性格の統

一と強さが形成されるのである。

　4．学級における子どもの集団は，人格の白覚とその

社会的意欲，関係，条件の発展の際の重要な要因であ

る。

　子どもたちは，白分自身，集団の中で，そして集団の

ための彼の活動を通して，彼の仲間による判断の中で，

ますます意識的に彼の態度と達成が，共同の生活と学習

にとって大きな意義をもち，完全な伍値をもつ尊敬され

る人間であることを体験する。個人が，集団の見通し，

活動，保護，援助が彼個人の生活と学習にとって，どん

なに重要なものであるかを，何回となくまたますます意

識的に体験し，認識す■ることによって，彼の共同との結
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合は増加する。孤立して行為している個々の子どもが，

自分だけに設定した依然として到達できないままでいる

高い達成が，共同の協力によって獲得されることを，彼

は認識するのである。子どもが，合理的に情動的にます

ます深く把握し，背定し，ますます密接にそして重要に

なる集団と人格との相互作用から，彼の自覚ばかりでは

なくて，集団の利害，意義，生活や学習についての意識

も発展するのである。学級という集団において始めて，

成長しつつある子どもの人格発達における自覚と集団意

識は，非常に明白にそして表現強く結合されるのであ

る。また，学級の子ども集団における活動は，いかなる

成長中の子どもの他の杜会的諸集団との確固とした結合

のための基本的な条件であることを付言しておきたい。

　5．学級という集団は，成長しつつある子どもの生活

と学習への民主主義の作用場でもある。

　子どもはみんな，責任をもって，積極的に，創造的に

集団の生活と学習の構成に協力できる。集団討議は，ど

の子どもにも，集団の意見を共に決定し，主張する可能

性を与えてくれる。集団における多様な形態の任務分担，

報告，計画，決定や判断，評価，批判の実施穿批判の消

化は，子どもの集団における民主主義を特色つける。子

どもたちに社会的に意義のある課題の解決のために真の

責任が委任される時，彼らは，学級集団の杜会的性格

を，民主主義の制度として確信をもって把握するように

なる。

　子どもたちが，彼ら自身生活と学習の真の場面で民主

主義を，意識的に，包括的に，首尾一貫して練習すれば

する程，それだけ益々良く民主主義的に正しく行動する

用意と能力を，彼らは，わがものにするのである。

　6．学級という集団は，子どもたちの民主的な自己教

育の重要な力を提示する。

　子どもたちの自分自身への意識的な作用は，学級集団

における生活と学習によって，特に有局義に喚起されそ

して可能にされる。共同での生活と学習の見通し，毎日

の任務，規範と規則を，集団と各個々の子どもの達成と

態度に課す具体的な要求から，共同的自已教育と個人的

白已教育の明確な目標と強い動機が生ずる◎集団的活動

の遇程において，子ど毛たちは，絶えず，かなり強く訓

育的に相互に作用するのである。

　学級集団は，子どもたちが集団発展のどんな段階で

も，彼らの集団の社会的および教育的性格についてので

きる限りの意識性を獲得するように発展させたり指導し

たりすることにうまく成功すればする程，それだけ益々

効果豊かに，その機能を達成する。

　7．学級集団は，様々な子どもたちの共同体の協力に

影響を及ぼす。

　成長しつつある子どもの人格発達には，学級集団と並

んで，特に，自然科学一技術的1文化一芸術的，スポー

ツー旅行的領域上の関心共同体が大きな影響を及ぼす。

それらは，子どもたちの特別な傾向や才能を目覚めさせ

そして発展させ，彼らを民主主義的対人関係には入る準

備と能力を育成するのを助けることによって，学級集団

の陶冶および訓育の潜勢力を補完する。このような諸共

同体は，子どもたちの学級集団への一面的な定位や学校

集団や社会生活からのその集団の孤立を阻止することに

寄与するのである。他方，しかしながら，子どもたちの

関心グループの結合が，それらの学級集団との結合を弛

めることにならないよう注視されねばならない。

　以上のような教育的機能によって，学級という集団は，

いかなる子どもにも，その中では，民主主義的人間の一

般的および，個人的特色が調和し互いに結合している全

面的に発達した，性格の強固な人格へと教育することに

貢献する。学級集団の教育的指導は、首尾一貫して，そ

の訓育的および陶冶的諸力を，全ての子どもが，民主主

義的人格の基本的知識，特性，態度，能力をわがものに

し，しかし同時に，どんな個々の子どもに対しても，特

別な杜会的に価値のある知識，特性，態度，能力を獲得

させ，特別な関心や傾向を発達させ，そのことと共に，

彼の個性，彼の人格の独創性を十分に発展させる最適の

諸条件が存在するように構成し争そして作用させること

を目ざさなければならない。

　また，学級集団内部で，集団的諸関係の強化，統合的

作用，多様性を高めるために，小集団（班）を利用する

ことが考慮されなければならない。集団の諸目標のため

の小集団（班）の協業的活動や競争によって刺激された

活動において，各個々の子どもの能動性と責任性は，よ

り可視的なものとしてまた意義のあるものとして体験さ

れる。小集団（班）での協力は，達成能力，道徳的態度

の個人的諸特殊性並びに個人的関心や才能を注意深く注

視することを可能にする。さらに小集団（班）での学習

と生活において，子どもは，人格発達の諸問題に，これ

を学級集団ができるより根本的にそして感情移入的に立

ち向かうことができるのである。つまり小集団（班）は，

学級集団の子どもの人格への影響を改善し，集約化し，

個々の子どもの集団生活への作用と彼の集団との結合を

強力にし，そのことによって，小集団（班）は，学級に

おける学級集団が一般的教育機能を実現することを援助

するのである。

　（3）授業にお．げる集団とその機能について

　同じ年齢の子どもを能力差などによって分けないで，

同じ学級に組織し王そこで共通の目標にしたがった統一

的な授業をおこなう場合，一人ひとりの子どもの学習権

を保障して全ての子どもが学習目標を達成できるような

学級の学習体制の組織化（学習集団の形成）とそれに相

応した教師の指導性とが不可欠の条件となる。もしこの
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ような条件を欠くならば，どんなに上述のように編成さ

れた学級での授業であっても，教師や子どもたちの意識

するしないにかかわらず、学級の中に，あたかも客観的

には隔離されてしまったような子どもの出現（往々にし

てそのような子どもに学力の遅れた子どもが多いと思わ

れるが）を許すことになりはしないか，あるいは現実に

そうなっているのではないかと恐れるからである。

　学級の授業でこのような民主的な学習集団を形成し教

育するという教師の仕事は，もちろん授業過程にだけあ

るのではなくて，授業外での民主的な学級集団の形成と

教育によって支えられるということは言うまでもないこ

とである。しかし，学習が中心である学校生活の中で，

学級の授業の遇程で，どのようにして民主的な集団の学

習活動を組織するか、つまり争いかに授業において民主

的な学習集団を形成し，それを機能させていくかは争学

力の遅れた子どもへの援助を学級の子どもたちの集団の

課題として組織することにとって，とりわけ，重要なこ

とだけ言わねばならない。

　本節では，このような課題に取組んできたE1ドレッ

フェンシュテットとG1ショルツの論を参考にして考え

てみたい。

　まず，F・ロンプシャーによって行なわれた研究成果

（第1学年における集団教育と教育的指導についての研
　　　　　　　　　41）
究）にふれておきたい。

　1．すでに第一学年において，集団的な行動様式を絶

えず練習することによって，とりわけ一定の組織形態と

意見形成によって，一層の集団発展のための本質的な諸

基礎を達成することが可能である。

　2．前提は，教師が集団発展についてのそれに応じた

知識を所有し，彼の授業においてこのような諸見解に従

うことである。

　3．それ以上の前提は，就学前の発達から子どもたち

に存在している杜会的諸経験と幼稚園や家庭において教

えられた集団的行動様式が把握され，確認され，一層発

展させられることにある。

　4．第1学年における集団発展は，年令に応じた発展

の二1三の特殊性，つまり大人の権威への強い依存性，

不安定な相互関係や共同関係，白己批判の欠如によって

影響される。

　5．授業は，その後の学年においてより第一学年にお

いて強く集団発展を支配する条件である。というのは，

他の共同（子ども組織，関心グループなど）が始めて発

生申であるから，集団発展は，それ故に，なかんずく，

授業構成の種類，子どもたちの自主性の程度，教師の指

導スタイルに依存する。

　上述の仮説に基づいて行なわれた研究の結果，教師の

意識的な指導によるならば，集団発展には次のような段

階があることが実証された、

　1．自発的であるが，教師に媒介される個々の子ども

による諾要求あるいは援助達成の段階

　2．個々の子どもによる自主的な諸要求や援助達成の

段階

　3．他の子どもたちから承諾される，特に子どもたち

の核的部分の諸要求の段階

　4．集団への所属の明白な諸現象（成功の喜び，同感，

共通の基本的気分）の段階

　5．個々の子どもへの集団の作用（平行的作用）また

は集団の発展（話し合いなど）の段階

　このような成果に基づいて，Gショルツは授業の中で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42）
集団はどのように機能するのかを明らかにした。

授業における集団の諸機能

　1相互援助と相互支持

　その際，二つの形態が区別され得る。

　　　経験，知識，認識，習熟の媒介による同じく相互

批判による関接的援助。それは，その中では子どもたち

の間のコミュニケーションが可能であり，そしてそうす

ることによって集団成員が接触する授業のあらゆる局面

において可能である。またそのことは，一斉作業やグル

ープ作業にも妥当する。

　　　直接的な指導（思考のヒント，助言，具体的な指

示，して見せる），相互に訂正すること，諸要求を出すこ

と。このような援助の形態は，子どもたちが直接，相互

に助け合い，支持し合う意図をもって共に活動すること

によって特色づけられる。特に，子どもたちが，共同で

達成すべき目標およぴ課題設定のために，非常に密接に

そして直接的に協同活動する機会をもつような活動形態

がそれに適している（バズ活動，グループ活動）。

　集団による相互援助と相互支持の機能の行使は，子ど

もたちのこれまでの発達段階を凌駕しているが，しかし

彼らの質的な発達の前進のためには無条件に必要である

諸要求を、彼らが達成できること，このような子どもた

ちが，より容易にそしてより早く一定の認識，洞察，確

信に到達すること，現象してくる諸困難が，萌芽におい

て認識され，教師の直接的関与なしに子どもの援助で，

克服され得ること，子どもたちが援助レディネスを発達

させ，そして練習し，そのことによって集団発展が前進

させられることに，寄与するのである。

　2　相互のはげましあいと相互刺激

　集団のはげましあいと刺激の機能は子ども相互を刺激

して学習過程における効力を高めることにある。

　学級集団内部での相互はのげましあいと相互刺激の場

合，杜会的な動機づけが本質的な役割を果す。特に次の
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ことが，はげましあいと刺激の機能を発揮する。

　　　その時々の達成要求の目標，内容、方法に対する

子どもたちの構えに決定的な影響を及ぼし争そうするこ

とによって，努力に対する心構えを鼓無し，個々の子ど

もの諸力の向上に作用する積極的な世論。

　一学級集団における個々の子どもの杜会的地位と，

それと結びついている杜会的判断（伸間の承認と評価）

　一白然的な競争と組織された民主主義的競争

　一達成，構え，行動に関する優れた子どもの模範作

用

　一伸間の意見発表と訂論への寄与。

3．相互点検と相互評価

　授業における集団の点検と評価の機能は，教師による

子どもたちの点検，判断，評価に関して，補足的に，学

級集団による子どもたちの活動の遇程や結果，達成およ

び杜会的態度の検証と評価にある。

　このような機能は，授業のあらゆる局面で行使され得

るが，その中では，教師による子どもたちの点検は，特

にその教授学的機能がもっぱら知識や技能の定着と応用

や同じく知識，認識，確信の媒介と習得にあるような局面

での達成に関しては，絶えず原則である。隣席の子ども

が相互に点検したり，個々の子どもが注釈することによ

ってクラス全体の点検の際に協力したり，二，三のすす

んだ子どもが、教師の援助者として，学級集団の全権を

委任された人として，子どもたちのグループや学級全体

を点検したり，全ての子どもが，グループ内部で相互に

点検し合ったり，学級の全ての子どもが，学級集団の各

成員を点検し，評価の際に協力するといった諸形態が真

であると確認されている。

　口頭での達成点検の場合，子どもたちは，例えば，点

検される仲間に実際に行なうようきびしく主張したり，

場合によっては，ノートさせるようにしたり，誤ったま

たは不十分な見解を正したり，または補完したり，示さ

れた達成の背定的側面と否定的側面をきわだたせたり，

根拠のある判断を与えたりなどするのである。

　子どもの点検と評価の際の集団の協力の全ゆる形態に

妥当するのは，それらが，教師によって刺激され，指導

され，可能にされ，彼の指導の下で，実現されねばなら

ないことである。

　4．構えおよび確信形成と行動の調整の際の集団の協

　　　力

　このような機能は，民主的な訓育および陶冶眉標に応

じた授業における学級集団による個々の子どもの構え，

確信，行動様式への影響にある。

　構えと確信を形成したり，行動を調整したりするのに

は，とりわけ次のこ．とが，作用している。

一学級集団の世論

　一達成の雰囲気，調子，達成要求の水準

　一集団構造

　一模倣，同一化，教訓という杜会心理学的な基本過

程

　　　子どもの間の諸見解や行動様式との批判的対決，

その際、社会的動機づけと意識的で核的な子どもの積極

的参加が決定的な役割を果す。

　学習への構えを発達させたり，行動を調整したりする

際の集団の協力の可能性は，全ゆる教科と学年段階にお

いて同じ程度に存在するのに対して、政治的，道徳的，

世界観的構えと確信の発達の際の協力の可能性に関して

は，一部は，個々の教科と学年段階との間にはかなりの

相違が存在する。このような集団の機能は茅教師が，子

どもたちに彼らの提出される問題についての意見を言っ

たり，論争的対話を指導したりする機会を与える時と，

とりわけ，彼が，集団の積極的な核をまた積極的に授業

において作用させる時に始めて行使され得ることが，注

視されるべきである。

　5．人格の特性としての集団性の形成と発達の際の集

　　　団の協力

　このような機能は、とりわけ、集団的関係や共同の学

習に必要な子どもたちの人格特性の形成と発達への集団

の影響行使にある。このような特性の育成と発達の際の

協力によって，集団は，同時に，子どもの民主的な共同

活動への準備に貢献する。

　このような機能の実現は、授業では，とりわけ次によ

って行なわれる。

　一共通の学習課題の解決の際の集団的活動とその場

合に生じる子ども間の関係によって，

　一機能の行使とそれと結合している課題の解決によ

って（例えば，班のリーダー、日直，黒板係など）

　一世論の作用によって，

　一観察と模傲によって

　前提は争その解決のための集団的活動において，全て

の子どもが共同責任を感じる共通の課題としての時間目

標の達成を，教師が子どもたちに意識させること。彼が

子どもたちに，彼らの授業における人間間の関係は，ど

のように構成されねばならないかを，彼らが知るため

に，明確な訓育的目標設定と課題設定を与えること。教

師が，子どもたちの密接な協力の可能性（例えば，グル

ープや班における；隣席の子どもの間のバズ活動）を創

造し，批判的および白己批判的雰囲気の配慮をするこ

と。教師が，子どもたちを孤立した個人と見なさ＝ず，集

団の成員と見なし、その際，絶えず個人の全体に対する

責任を明らかに示すことなどである。
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　集団は，集団性の形成と発達の際に，授業集団的に活

動し，相互に作用し，相互に観察し，模倣することがで

き，一定の機能を責任をもって行便できるのである。グ

ループなどにおける自主的な子どもの活動の際に，特に

好条件が存在する。

6．授業組織化の際の集団の協力

　この機能は，学級集団の機関による授業構成のある特

定の組織的任務を責任をもって引き受けることに存在す

る。ここでは次のような任務が問題である。

　　　授業の申で遂行され，しかも合理的，効果的で秩

序のある授業遇程の構成に役立つ任務。それには，日直、

黒板係，学級委員などによる教室の秩序や清潔の確保，

子どもたちの交代によって，または長期間にわたってこ

れらの任務を遂行する「教科助手」による教授＝学習手

段の調達，分配，集めること，教授＝学習手段の設置，

「教科助手」による試験と実験の準備と実施の支持があ

る。

　　　授業外で遂行されるが，しかしその成果が，授業

構成に役立つような任務。例えば授業のための教授一学

習手段を整えたり，ある事態を実例で示すために素材を

新聞や経営体から手に入れ，整理するといった個々の子

どもや子どもの班に委託された仕事など。

　子どもたちによるそのような任務の遂行は，授業構成

にとって，意義があるばかりではなくて，同時に，白主

的に活動する子どもの人格の発達にとっても意義がある

し，また子どもたちの問の集団的な関係の育成にとって

も意義がある。

　上述のような諸機能を，学級集団が行使するための機

会を，教師は授業の中で子どもの集団に与えることで，

学力の遅れた子どもに，教師が取り組むのと同時平行的

に子どもの集団も取り組むという平行的教育作用が達成

される。このことを通して始めて学力の遅れた子どもの

意欲をとりもどし真に集団の一成員となることで，彼ら

は学習の主体となり，その学力も向上して，いくものと

思われる。

　（4）授業方法の問題　教師の指導法と関連して一

　これまで，学力の遅れた子どもに取り組むには単に教

師個人だけではなく，その子どもが所属している学級を

問題とし，その学級の体制を民主的なものにしていく，

つまり，学級をその遅れた子どもを，学級の中で隔離し

てしまうのではなくて，学級の集団の申にその一成員と

して位置づかせ，彼を指導，援助していく体制にしてい

くことで，学力を回復させること，彼の妨害されている

学習権，発達権を回復させることで，彼の最大限の発達

を保障していくことこそ間われるべきとしてきた。また

そういう指導，援助体制を学級に築くことで，同時に婁

その遅れた子どもが学習の主体となる，つまり授業への

内容がわからなければ，教師やその他の子どもに「よく

わからないから，もう一度説明して下さい」などといっ

た，学習への要求を出すようになることが目さされなけ

ればならない。そうでなければ，彼はつねに，指導，援

助されるだけの学習の客体となってしまい，誰かがそば

にいなければ，学習できないような子どもになってしま

うからである。やはり1刻も早く，自主的に，そして創

造的に思考し行為するような子どもになるような教師の

指導性と子ども集団の指導，援助がなされねぱならない
　　　　43）
のである。

　さて，どんなに学習に意欲的に取り組むような子ども

の集団が形成されていても，教師が知識を一方的に伝達

したり，管理を強化したりすれば，かならず子どもは客

体化されてくる。また子どもたちを，記憶量で評価する

ことによって，その量が少ない子には，劣等性のらく印

をおしてしまい，「自分はできない」と決めこませ，学

力の遅れた子どもへと転落させていくような教師の間題

もある。ここではこのような教師の指導上の問題を取り

あげて，学力の遅れた子どもの問題を教師の側に焦点を
　　　　　　　　　　　　　　　　44）
あててそこから考えてみることにする。

　まず第一に，教師が，子どもの考えを表面的に受けと

めて，授業をわからないものにしているのではないか，

そうすることで，学力の遅れる，授業についてこない子

どもを作っているのではないかという問題がある。例え

ば，二隼生の算数で，子どもがr一の半分は五だ」とい

う。教師が否定すると，ひとりの子どもが，「一の半分

は五」の意味がわかる，というのである。理由は「一リ

ットルの半分は，五デシリットルだから，一の半分は，

五」といってもよいと思ったのである。

　すでに学習した数量の単位をもとに未知の問題を精い

っぱい知力をふりしぼって解決しようとしたのであっ

た。それを，教師がとりあげ，他の子どもの考えと結び

つけて五の概念と，二分の一の概念とを明らかにしてい

くことが，子どもの思考遇程でわからせる，発見させ

る，「組織する」授業となるのである。ところが，教師

は，教師の側からの伝達のすじみちで，「一の半分は五」

という考えは即座に切り捨てていく場合が多いのであ

る。

　第二に，ことばとして知識を覚えさせるだるで，一つ

の事実，それを形成している構造を教えていないという

問題がある。

　第三に，教師は子どもに知識を伝達する機械になって

しまって，子どもの内面を理解できないでいることが多

いという問題である。幼稚園の子どもが，小烏に殺虫剤

をかけて殺した。大人の目からは，明らかに小鳥を殺す

残虐な行為だが，その子には，小鳥に蚊がこないように
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殺虫剤をまいた愛庸の行為であった。このようた，子ど

もの行為は，大人の予測を超えたものがある。教師の基

準で一方的に子どもの行動を評価していては，子どもと

の間にズレが生じたままで終わっていく◎

　第四に，一間一答式のようなあるいは，子どもたちの

暗記力をためすだけのような，クイズ的な問い，また，

子どもたちの既習知識の範囲や量を，たしかめるだけで

完結してしまう一問多答式の質間を，教師が発している

間題である。このような間答の中では，子どもたちの思

考はしばしば間うことをしない日常的な，単に生活経験

的な理解や認識に安住しやすくなり，日常的で慣習的な

偏見にとらわれて，そこから容易に脱し得ないものにな

ってしまう。また，子どもたちは，そのような条件の下

で，常識的な解決にただちに賛成し，ある優児や理解の

早い子の意見にたちまち同調することも多くなり，「賛

成，そうです」という安易な同調の下で，問う存在であ

ることをやめてしまう。

　では，具体的には，授業における間答はどうあるべき

なのか，教師の指導性とからませて考えてみたい。

　子どもたちが自分の意見や立場を主張し，弁護し，議論

し，是認し，しかも訂正することが肝要であるところに，

真の授業における間答あるいは討論は存在するが，しか

し，それらは，特に，次のような前提が満足される時に
　　　　　　　　　　　　　45）
のみ，効果が現われるのである。

　一真の授業間答ないしは討論の創造。それは，例え

ば，新しい認識の獲得，諸推論を演緯すること，系統化

すること，問題を認識し，それを解決しようとするこ

と，法則や規則をr白分で」発見したり，諸認識を新し

い場面に応用したりするといった論じられるべき事態の

目標と内容に依存している。子どもたちは，白分で活動

すべきである，すなわち，陶冶財との積極的な対決によ

って一定の結果に到達すべきである。

　　　出発水準の確保，必要な知識の再生，授業手段の

準備など。必要な知識と技能を，子どもたちの適当な能

動性によって準備することが，しばしば有効である。例

えば資料研究，教科書との取組み，教師の説明の徹底的

研究など。

　　　教科による問答指導の綿密な準備。特によく定式

化された「手がかりとなる問い」または間題設定。従っ

て，あらかじめ，問いの内容ばかりではなくて，子ども

たちが，間答や討論の過程において，比較したり，基礎

づけたり，一般化したり，評価したりするなどといった

実行されるべき彼らの活動も熟慮されておかねばならな

い。

　　　子どもたちの討論能力の発達。どの教科でも，知

的対決をする能力が得られるよう，教師は配慮すべきで

ある。

　　　民主的な教師　　子ども，子ども　　子ども関係
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の発達。やはり子どもの教師に対するあるいは子どもの

子どもに対する信頼が，卒直に指導される問答や討論の

ための前提である。他方，教育学一教授学的に指導され

た授業問答や討論は，そのような雰囲気が発展すること

に寄与できる。もし子どもたちが，立場を決めて，事態

に取りかかるのに慣れているならば，もし彼らが，卒直

性と伸問性，批判と自已批判を教育されるならば，授業

問答や討論のための好ましい「土壌」が存在するように

なるのである。

　授業における問答や討論は，事象一教材に関する諸前

提の基礎の上に立って，新しい認識，洞察，判断，推論，

確信が獲得されるべきである時に，有意義に応用され

る。ここにおいて，すでに授業における問答や討論の限

界が明白になる。その限界は，それに応じた諸前提が，

子どもたちに存在しないところで見てとられねばならな

い。教師は，討論されるべきである対象について，基本

的な知識が子どもに存在する時にのみ，それらを指導で

きるのである。また，子どもたちが，まだ全く知ること

ができない事柄が問われるような不適当な間題設定，問

いが余りに多かったり，余りに困難であったり，余りに

容易であったりすること，教師の未熟さで導きの糸を失

なったり，あるいは子どもたちが彼を避けたりすること

で，計画された授業時間の目標が実現しないことの中

に，授業における問答や討論の危険が潜んでいる。

　授業における教師の間いは次のように三つの種類に区
　　　　46）
別できる。

　1．子どもたちの知識をねらう，つまり知または無知

の教示に役立つ問い。それは，従って，子どもを助けて，

彼の知または無知を正確に規定する問いである。

　2．諸関連の認識に役立つ間い，それは知識の他の場

面や関連への転移，基礎づけと立証をねらっている。

　3．教師の問いの中で問題が定式化される教師の問

い。それは，強いてある現実と対決させ，特に生産的な

学習態度を要求する。

　教師の間いを教授学的に考察すると，その機態は、そ

の子どもたちの活動の誘発的性格，その思考活動の操

縦，達成の点検，問いの価値のあるものを把握すること

と間うことができる能力を練習すること，以上の中にあ

るといえる。

　教師が授業の指導にとって，問いの技術をマスターす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47）
ることは，不可欠である。その技術には次がある。

⑧全ての問いは子どもたちがそれらを理解し分るように

　明白で一義的で正確であるべきである。

亀問いはすべて，論理的に異論のないものであるべきで

　ある。

⑧問いはまた，言語的にも正しく構成されるべきであ

　る。

⑳どんな子どもの答も，反復されたり，あるいは「正し
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　い」争「良い」，「はい」というような所見によって注釈

　される必要はない。

⑧どんな答も，無条件に，言語的に完成した文章で行な

　われる必要はない。

⑱二者択一的問いの価値は，限定される。

⑱定義的問いは，注意深く使用されるべきである。

⑧2重の間いや連鎖的な問いは避けるべきである。

⑧問いは，まず第一に，思考へと刺激すべきである。

⑧教師は，子どもに熟慮する時間を与えるべきである。

　以上，問いに関する技術的な問題について述べたので

あるが玉教師は，ただ表面的に熟考されるべき間いを多

く提出するよりも、間いを少なく提出しサこれを子ども

の集団に徹底的に熟考させる方がよい。そうすることに

よって子ども相互の活発な討論をまきおこし，同時平行

的にこれまで書いた集団の諸機能を十分にそこに発揮さ

せることで多一人の子どもものこらずそこに参加させ、

それを通じて，長期的には，みんなの学力を保障するこ

とが可能になるように思われる。　（1974．9．10）
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